
 

令和８年度川崎市一般会計予算  

令和８年度川崎市競輪事業特別会計予算   

令和８年度川崎市卸売市場事業特別会計予算   

令和８年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算  

令和８年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算  

令和８年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算   

令和８年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算   

令和８年度川崎市介護保険事業特別会計予算   

令和８年度川崎市港湾整備事業特別会計予算   

令和８年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算   

令和８年度川崎市墓地整備事業特別会計予算   

令和８年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算   

令和８年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計予算   

令和８年度川崎市公債管理特別会計予算   

令和８年度川崎市病院事業会計予算   

令和８年度川崎市下水道事業会計予算  

令和８年度川崎市水道事業会計予算   

令和８年度川崎市工業用水道事業会計予算   

令和８年度川崎市自動車運送事業会計予算  

 

令和７年度川崎市一般会計補正予算  

令和７年度川崎市卸売市場事業特別会計補正予算  

令和７年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算  

令和７年度川崎市病院事業会計補正予算  

令和７年度川崎市水道事業会計補正予算  

 

令和７年度川崎市一般会計補正予算についての市長の専決処分の承認について  

 

 

 





































































































































議案第５９号

令和８年度川崎市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量は、次のとおりとする。

病床数、年間患者数及び１日平均患者数

床 床 床 床

床 床

床 床

床 床

床 床 床 床

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

主要な建設改良事業

結 核 病 床 40 － 40

12 － －

－

精 神 病 床 38 38 －

感染症病床 12

外 来 638,402 290,400

令和８年度　　川崎市病院事業会計予算

（総　　則）

第１条

（業務の予定量）

第２条

(1)

ア 病床数（許可） 川崎病院 井田病院 多摩病院

イ 年 間 患 者 数

一 般 病 床 1,382 663 343 376

入 院 404,385 182,598 104,607 117,180

合 計 1,472 713 383 376

－

124,730 223,272

ウ １日平均患者数

(2)

ア 病 院 施 設 整 備 事 業 672,743 千円

入 院 1,108 500 287 321

外 来 2,545 1,200 515 830

エ 資 産 購 入 費 390,896 千円

オ 無 形 固 定 資 産 購 入 費 260,789 千円

イ 施 設 改 良 工 事 2,647,951 千円

ウ 医 療 器 械 整 備 事 業 1,219,673 千円

（ 病　 1）
− 7−



収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

第 ３ 項

第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

第 ３ 項

第 ４ 項

調整額 23,877千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 995,115千円で補填し、

なお不足する額 1,879,050千円は一時借入金で措置するものとする。）。

第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

第 ３ 項

第 ４ 項

第 ５ 項

収　　　　　　　入

病 院 事 業 収 益 43,429,906 千円

医 業 収 益 35,725,377 千円

（収益的収入及び支出）

第３条

支　　　　　　　出

病 院 事 業 費 用 46,169,161 千円

医 業 費 用 45,006,643 千円

医 業 外 収 益 7,220,354 千円

特 別 利 益 484,175 千円

予 備 費 10,000 千円

（資本的収入及び支出）

第４条

収　　　　　　　入

医 業 外 費 用 934,173 千円

特 別 損 失 218,345 千円

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額 2,898,042千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

固定資産売却代金 2 千円

補 助 金 3 千円

病院事業資本的収入 7,206,516 千円

企 業 債 4,916,400 千円

負 担 金 2,290,109 千円

寄 附 金 2 千円

（ 病　 2）
− 8−



第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

川崎病院
令和９年度 220,868 千円

蒸気配管改修その他その２工事経費

企 業 債 償 還 金 4,912,506 千円

（債務負担行為）

第５条

事　　　　　　　　　　項 期　　間 限　 度　 額

支　　　　　　　出

病院事業資本的支出 10,104,558 千円

建 設 改 良 費 5,192,052 千円

令和８年度 令和８年度から
令和17年度まで

252,405 千円
医療器械保守業務経費

令和８年度
令和９年度から
令和12年度まで

49,557 千円川崎病院医療用スマートフォン
通信サービス提供業務経費

川崎病院 令和９年度から
令和11年度まで

83,735 千円
医事業務経費（追加分）

川崎病院 令和８年度から
令和10年度まで

1,502,371 千円
医療機能再編整備２期事業経費

川崎病院
令和９年度 647,758 千円

７階機械室空調機改修整備経費

川崎病院
令和９年度 100,650 千円

病棟陰圧室改修整備経費

川崎病院
令和９年度 121,820 千円

Ｃ棟外壁塗装改修工事経費

（ 病　 3）
− 9−



 

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

年 ％

1

定める。

の流用

ばならない。

である。

償 還 の 方 法

千円 政府資金、銀行そ
の他から普通貸借
又は証券発行(他
の地方公共団体と
の共同発行を含
む。)による。起
債の時期は当該年
度とする。ただ
し、事業進捗又は
財政その他の都合
により、全部又は
一部を翌年度へ繰
越して起債するこ
とができる。

6.0 以 内 借入れの日から30
か年以内（据置期
間を含む。）に償
還する。ただし、
企業財政の都合に
より繰上償還、償
還年限の短縮又は
本議決の範囲内で
借換えすることが
できる。

（企 業 債）

第６条

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利  率

ただし、利率見直
し方式で借り入れ
る資金について、
利率の見直しを
行った後において
は、当該見直し後
の年度における利
率とする。

病 院 事 業 4,916,400

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、15,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

職 員 給 与 費 21,527,621 千円

(2) 交 際 費 2,104 千円

第10条 物価高騰対策のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、16,440千円

（他会計からの補助金）

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

(1)

（ 病　 4）
− 10−



1 取得する資産 人工心肺装置

全身用Ｘ線ＣＴ診断装置

多目的デジタルＸ線透視装置

財務会計システム

１式

１式

無形固定資産 １式

令和 ８ 年 ２ 月１２日提出　　　　　　　　　　　

川崎市長　福　田　紀　彦　　　　　　　　

種  類 名　　　　称 数量

器 械 備 品 １式

（たな卸資産購入限度額）

第11条 たな卸資産の購入限度額は、9,515,957千円と定める。

（重要な資産の取得及び処分）

第12条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

（ 病　 5）
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議案第６０号 

 

令和８年度  川崎市下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度川崎市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 処 理 面 積                     10,726 ヘクタール 

(2) 処 理 水 量                   197,837,400 ㎥ 

(3) 水 洗 化 助 成 戸 数                                  17 戸 

(4) 主要な建設改良事業 

    下水幹枝線、ポンプ場及び水処理センター等整備事業    23,000,000 千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

 第１款  下 水 道 事 業 収 益                         45,935,040 千円 

第１項 営 業 収 益                        37,187,857 千円 

第２項 営 業 外 収 益                                    8,747,173 千円 

第３項 特 別 利 益                                            10 千円 

 

支     出 

 第１款  下 水 道 事 業 費 用                                      44,237,995 千円 

  第１項  営 業 費 用                        41,687,360 千円 

  第２項  営 業 外 費 用                         2,520,635 千円 

  第３項  特 別 損 失                                        10,000 千円 

  第４項  予 備 費                                        20,000 千円 

（ 下　 1）
− 63−



 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 18,890,130 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額 1,518,711 千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金

17,371,419 千円で補填するものとする。)。 

 

収     入 

 第１款  下水道事業資本的収入                                      42,186,295 千円 

  第１項  企 業 債                                    33,659,000 千円 

  第２項  一 般 会 計 出 資 金                                       135,309 千円 

  第３項  国 庫 補 助 金                                     5,000,000 千円 

  第４項  負 担 金                                        6,000 千円 

  第５項  水洗便所等貸付事業収入                                 30 千円 

  第６項  基 金 繰 入 金                                     3,346,870 千円 

  第７項  固 定 資 産 売 却 代 金                                        39,066 千円 

  第８項  投 資 収 入                                            10 千円 

    第９項  その他資本的支収入                 10 千円 

 

支     出 

 第１款  下水道事業資本的支出                                      61,076,425 千円 

  第１項  建 設 改 良 費                                    23,000,000 千円 

  第２項  企 業 債 償 還 金             33,131,452 千円 

  第３項  水洗便所等貸付事業費                                30 千円 

  第４項  投 資                                     4,427,537 千円 

第５項  そ の 他 資 本 的 支 出              507,406 千円 

  第６項  予 備 費                           10,000 千円 

     

（ 下　 2）
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 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

事     項 期    間 限  度  額 

令和８年度 

土地借上料 

令和８年度から 

令和 12 年度まで 
40,990 千円 

令和８年度 

下水道管渠維持管理業務関連経費 
令 和 ９ 年 度 864,297 千円 

令和８年度 

下水道施設等維持管理業務 

関連経費 

令 和 ９ 年 度 435,078 千円 

令和８年度 

私道共同排水設備修繕工事助成金 
令 和 ９ 年 度 6,000 千円 

令和８年度 

排水樋管観測データ情報提供業務 
令 和 ９ 年 度 1,923 千円 

令和８年度 

受託事業関連経費 
令 和 ９ 年 度 1,914,383 千円 

令和８年度 

情報化関連経費 
令 和 ９ 年 度 17,865 千円 

令和８年度 

公共下水道建設事業費 

令和８年度から 

令和 16 年度まで 
45,336,032 千円 

令和８年度 

財務会計システム関連経費 
令 和 ９ 年 度 167,613 千円 

令和８年度 

｢水洗便所改造等資金融資あっせん｣

に伴う金融機関に対する損失補償 

令和８年度から 

債務消滅時まで 
538 千円 

 

 

（ 下　 3）
− 65−



 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと 

定める。 

起債の目的 限度 額 起債の方 法 利 率 償還の方 法 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

公共下水道 

整 備 事 業 

千円 

 

 

 

 

 

16,535,000 

政府資金、銀行その他

から普通貸借又は証

券発行（他の地方公共

団体との共同発行を

含む。）による。起債

の時期は当該年度と

する。ただし、事業進

捗又は財政その他の

都合により、全部又は

一部を翌年度へ繰越

して起債することが

できる。 

年 6.0％以内 

 

ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

年度における

利率とする。 

借入れの日から

40 か年以内(据

置期間を含む。) 

に償還する。た

だし、企業財政

の都合により繰

上償還、償還年

限の短縮又は本

議決の範囲内で

借換えすること

ができる。 

 

 

 

 

 

２ 借 換 債 

 

 

 

 

 

12,424,000 

銀行その他から普通

貸借又は証券発行（他

の地方公共団体との

共同発行を含む。）に

よる。起債の時期は当

該年度とする。 

 

 

 

 

 

同 上 

借入れの日から

25 か年以内(据

置期間を含む。) 

に償還する。た

だし、企業財政

の都合により繰

上償還、償還年

限の短縮又は本

議決の範囲内で

借換えすること

ができる。 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

資 本 費 

平 準 化 債 

 

 

 

 

 

4,700,000 

 

 

 

 

 

同 上 

 

 

 

 

 

同 上 

借入れの日から

20 か年以内(据

置期間を含む。) 

に償還する。た

だし、企業財政

の都合により繰

上償還、償還年

限の短縮又は本

議決の範囲内で

借換えすること

ができる。 

 

 

 

（ 下　 4）
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 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、22,000,000 千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと 

 定める。 

 (1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

 (1) 職 員 給 与 費                             4,640,005 千円 

 （他会計からの補助金） 

第10条  下水道事業助成及び雨水処理費等に充当するため、一般会計からこの会計へ

補助を受ける金額は、13,084,947 千円である。 

 

令和 ８ 年 ２ 月１２日提出           

  川崎市長 福 田 紀 彦        

（ 下　 5）
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議案第６１号 

 

令和８年度  川崎市水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度川崎市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 戸 数                     808,418 戸 

(2) 年 間 総 配 水 量                   180,237,000 ㎥ 

(3) １ 日 平 均 配 水 量                     493,800 ㎥ 

(4) 主要な建設改良事業 

ア 配 水 施 設 費             3,533,656 千円 

イ 耐 震 管 路 等 整 備 事 業 費            12,977,513 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

 第１款  水 道 事 業 収 益                         34,476,369 千円 

第１項 営 業 収 益                        30,302,347 千円 

第２項 営 業 外 収 益                                     4,025,850 千円 

第３項 特 別 利 益                                      148,172 千円 

 

支     出 

 第１款  水 道 事 業 費 用                                      34,594,467 千円 

  第１項  営 業 費 用                        33,293,551 千円 

  第２項  営 業 外 費 用                        1,290,906 千円 

  第３項  特 別 損 失                                            10 千円 

  第４項  予 備 費                                        10,000 千円 
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 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 11,800,421 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額 1,116,918 千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金

10,683,503 千円で補填するものとする。)。 

 

収     入 

 第１款  水道事業資本的収入                                      10,289,316 千円 

  第１項  企 業 債                                     9,261,000 千円 

  第２項  補 助 金                                       432,400 千円 

  第３項  負 担 金                                      173,989 千円 

  第４項  固 定 資 産 売 却 代 金                                       421,907 千円 

  第５項  投 資 収 入                                            10 千円 

  第６項  その他の資本的収入                                            10 千円 

 

支     出 

 第１款  水道事業資本的支出                                      22,089,737 千円 

  第１項  建 設 改 良 費                                    18,522,162 千円 

  第２項  企 業 債 償 還 金                          3,455,126 千円 

  第３項  投 資                                       105,410 千円 

  第４項  補 助 金 返 還 金                                        2,029 千円 

  第５項  その他の資本的支出                               10 千円 

第６項  予 備 費                            5,000 千円 
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

事     項 期    間 限  度  額 

令和８年度 

原・浄・配水施設関連経費 
令和８年度から

令和 10 年度まで 
6,243,903 千円 

令和８年度 

耐震管路等整備事業関連経費 

令和８年度から

令和 12 年度まで 
17,012,935 千円 

令和８年度 

土地借上料 

令和８年度から

令和 13 年度まで 
56,783 千円 

令和８年度 

情報化関連経費 
令 和 ９ 年 度 23,260 千円 

令和８年度 

財務会計システム関連経費 
令 和 ９ 年 度 218,229 千円 

令和８年度 上下水道 

お客さまセンター運営関連経費 
令 和 ９ 年 度 10,033 千円 

令和８年度 

上下水道料金等業務関連経費 

令和８年度から

令和 10 年度まで 
150,277 千円 

令和８年度 

メーター修繕関連経費 

令和８年度から

令和９年度まで 
52,476 千円 

令和８年度 

長沢浄水場排水処理施設関連経費 

令和８年度から

令和 30 年度まで 
1,202,006 千円 

 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと 

定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

 

水 道 浄 水 

1 施 設 等 

整 備 事 業 

 

 

耐震管路等 

整 備 事 業 

 

千円 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

政府資金、銀行その他

から普通貸借又は証

券発行（他の地方公共

団体との共同発行を

含む。）による。起債

の時期は当該年度と

する。ただし、事業進

捗又は財政その他の

都合により、全部又は

一部を翌年度へ繰越

して起債することが

できる。 

年 6.0％以内 

 

ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

年度における

利率とする。 

借入れの日から

40 か年以内(据

置期間を含む。)

に償還する。た

だし、企業財政

の都合により繰

上償還、償還年

限の短縮又は本

議決の範囲内で

借換えすること

ができる。 

100,000 

9,161,000 2 
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（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、2,000,000 千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 (1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

 (1) 職 員 給 与 費                           6,778,094 千円 

 （他会計からの補助金） 

第 10 条 水道事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、192,473

千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、565,000 千円と定める。 

   

令和 ８ 年 ２ 月１２日提出           

 川崎市長 福 田 紀 彦        

（ 水　 4）
− 120−



議案第６２号 

 

  令和８年度  川崎市工業用水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度川崎市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 事 業 所 数                    50 社 70 工場 

(2) 年 間 総 契 約 水 量                   132,969,500 ㎥ 

(3) １日当たり契約水量                     364,300 ㎥ 

(4) 主要な建設改良事業 

  ア 浄 水 施 設 費              677,070 千円 

  イ 配 水 施 設 費             4,910,654 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

 第１款  工業用水道事業収益                          6,810,045 千円 

第１項 営 業 収 益                        6,276,258 千円 

第２項 営 業 外 収 益                          533,777 千円 

第３項  特 別 利 益                                10 千円 

 

 

支     出 

 第１款  工業用水道事業費用                                       5,731,146 千円 

  第１項  営 業 費 用                        5,564,595 千円 

  第２項  営 業 外 費 用                         156,541 千円 

  第３項  特 別 損 失                                            10 千円 

  第４項  予 備 費                                        10,000 千円 
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 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 4,892,525 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額 229,782 千円、減債積立金 391,715 千円、建設改良積立金 2,624,354

千円並びに過年度分損益勘定留保資金 1,646,674 千円で補填するものとする。)。 

 

収     入 
        工 業 用 水 道 事 業                
      資 本 的 収 入 

  第１項  企 業 債                                     2,508,000 千円 

  第２項  補 助 金                                        91,238 千円 

  第３項  固 定 資 産 売 却 代 金                                        38,336 千円 

  第４項  投 資 収 入                                       500,000 千円 

  第５項  その他の資本的収入                                            10 千円 

 

 

支     出 
        工 業 用 水 道 事 業                
      資 本 的 支 出 

  第１項  建 設 改 良 費                                     6,270,507 千円 

  第２項  企 業 債 償 還 金                                       495,445 千円 

  第３項  投 資                                     1,259,147 千円 

  第４項  その他の資本的支出                                            10 千円 

第５項  予 備 費                                         5,000 千円 

  

第 1 款 3,137,584 千円 

第 1款 8,030,109 千円 
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

事     項 期    間 限  度  額 

令和８年度 

原・浄・配水施設関連経費 

令和８年度から 

令和 11 年度まで 
8,313,836 千円 

令和８年度 

土地借上料 

令和８年度から 

令和 13 年度まで 
7,689 千円 

令和８年度 

情報化関連経費 
令 和 ９ 年 度 3,096 千円 

令和８年度 

財務会計システム関連経費 
令 和 ９ 年 度 29,042 千円 

令和８年度 

長沢浄水場排水処理施設関連経費 

令和８年度から 

令和 30 年度まで 
568,726 千円 

 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと 

定める。 

起債の目的 限度 額 起債の方 法 利 率 償還の方法 

 

 

 

 

 

1 

 

 

千円 

 

 

 

 

2,508,000 

 

 

 

 

 

 

政府資金、銀行その他

から普通貸借又は証

券発行（他の地方公共

団体との共同発行を

含む。）による。起債

の時期は当該年度と

する。ただし、事業進

捗又は財政その他の

都合により、全部又は

一部を翌年度へ繰越

して起債することが

できる。 

年 6.0％以内 

 

ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

年度における

利率とする。 

借入れの日から

40 か年以内(据

置期間を含む。)

に償還する。た

だし、企業財政

の都合により繰

上償還、償還年

限の短縮又は本

議決の範囲内で

借換えすること

ができる。 

 

 

工業用水道 

整 備 事 業 
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（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、500,000 千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 (1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

 (1) 職 員 給 与 費                            739,459 千円 

 （他会計からの補助金） 

第10条 工業用水道事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

97,791 千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は、25,900 千円と定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月１２日提出                     

 川崎市長 福 田 紀 彦               
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議案第６３号

   令和８年度 川崎市自動車運送事業会計予算

   (総　則)

第１条　令和８年度川崎市自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによる。

   (業務の予定量)

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　　(乗　　合)  　　(貸　　切)

299 両 ５ 両

10,351 千ｋｍ 26 千ｋｍ

47,326 千人 155 千人

129,660 人 425 人

　 ア 46,937 千円

イ 42,299 千円

1,338,995 千円

   (収益的収入及び支出)

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

 収　　　　　　　入

第１款 10,245,951 千円

第１項 8,687,501 千円

第２項 1,557,450 千円

第３項 1,000 千円

(項　 　目)

自動車運送事業収益

１ 日 平 均 輸 送 人 員

車 両 数

主要な建設改良事業

特 別 利 益

バ ス 停 留 所 施 設 整 備 事 業

営 業 収 益

営 業 所 建 替 整 備 事 業

乗 合 自 動 車 購 入 費

年 間 輸 送 人 員

営 業 外 収 益

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

年 間 走 行 キ ロ

ウ
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　  支　　　　　　　出

第１款 11,008,788 千円

第１項 10,656,419 千円

第２項 340,869 千円

第３項 1,500 千円

第４項 10,000 千円

   (資本的収入及び支出)

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

　支出額に対し不足する額 831,288 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

  調整額 163,823 千円並びに過年度分損益勘定留保資金 85,213 千円で補填し、なお不

　足する額 582,252 千円は一時借入金で措置するものとする。）。

　  収　　　　　　　入

第１項 2,011,000 千円

第２項 56,049 千円

第３項 1,725 千円

第４項 109,509 千円

第５項 625,321 千円

　  支　　　　　　　出

第１項 1,785,809 千円

第２項 1,168,720 千円

第３項 670,363 千円

第４項 10,000 千円

第１款
自 動 車 運 送 事 業

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

投 資

予 備 費

2,803,604 千円
資 本 的 収 入

企 業 債

3,634,892 千円
資 本 的 支 出

国 庫 補 助 金

県 交 付 金

第１款
自 動 車 運 送 事 業

自動車運送事業費用

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

予 備 費

基 金 繰 入 金

一 般 会 計 補 助 金
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   (債務負担行為)

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　

　

　

   (企 業 債)

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　

　

　

　

　

　

本議決の範囲内で

建 替 事 業 費

電 気 設 備 改 修 費

鷲 ヶ 峰 営 業 所 令和８年度から
令和９年度まで

156,157 千円

期　　　　　間 限　　　度　　　額

音 声 合 成 シ ス テ ム
令和９年度 178,081 千円

改 修 費

塩 浜 営 業 所
令和９年度 74,312 千円

間を含む。）に償
との共同発行を含

借入れの日から25

貸借又は証券発行

全部又は一部を翌年 該見直し後の

度へ繰越して起債す 年度における

できる。

借換えすることが

か年以内（据置期

（他の地方公共団体
還する。ただし、

企業財政の都合に

より繰上償還、償

還年限の短縮又は

銀行その他から普通

の他の都合により、 おいては、当

同　上

む。）による。起債

の時期は当該年度と

　　  千円

借 換 債 510,000    

する。

自動車運送事業 1,501,000 起債の時期は当該年 金について、

ることができる。 利率とする。

度とする。ただし、 利率の見直し

事業進捗又は財政そ を行った後に

公共団体との共同発 見直し方式で

行を含む。）による。借り入れる資

　　  千円 政府資金、銀行その 年6.0%以内

他から普通貸借又は

証券発行（他の地方 ただし、利率

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利  率

事　　　　　　　項

企業財政の都合に

より繰上償還、償

還年限の短縮又は

本議決の範囲内で

借換えすることが

できる。

償 還 の 方 法

借入れの日から30

か年以内（据置期

間を含む。）に償

還する。ただし、
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   (一時借入金)

第７条　一時借入金の限度額は、3,000,000 千円と定める。

   (予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

  る。

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の

流用

   (議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

  又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

  ない。

5,145,338 千円

   (他会計からの補助金)

第10条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,016,423千円である。

   (たな卸資産購入限度額)

第11条　たな卸資産の購入限度額は、80,000 千円と定める。

　

     令和 ８ 年 ２ 月 １２ 日提出

　　　       川崎市長  福　田　紀　彦

(1)

(1) 職 員 給 与 費
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